
 

小郡市介護予防・日常生活支援総合事業業務（運動器機能向上教室）プロポーザルに係る質問に対する回答（令和３年１１月２５日時点） 

No. 資料名称 該当項目 質問内容（原文） 回答 

1 

委託仕様書 １．目的 

２．対象者 

①目的に記載されている内容を読んでも文章の

つながりがよく分からない為、誰を対象として

何を提供するのか等、目的の意味がよく理解で

きません。 

「加齢、閉じこもり、認知症、うつ病の可能性

等が原因で生活機能、運動器機能、認知機能の

低下が見られる方や骨関節疾患等から廃用症候

群となる可能性が高い高齢者等に対して、ADL

及び IADLの改善に向けた運動プログラムを提

供することにより、要介護状態等になることの

予防、悪化を防止する…」といった意味でしょ

うか？ 

②目的の文書内に「高齢者等を中心に…」とあ

りますが、対象者の条件には 65歳以上と記載

されています。高齢者等の等とはどのような方

を想定しているのかをお教え下さい。 

③目的に記載の内容から、閉じこもり、認知機

能の低下、うつ病で生活機能が低下している方

を対象とするという意味で記載されていると思

われますが、一方で２の対象者条件では運動を

行うことにより自分でできる行為を増やしたい

という意欲がうかがえる者…とされています。 

加齢や認知症、うつ病等により日常の活動意欲

が低下し、生活機能が低下されている方が、自

①目的の意味については、お見込みのとおり

質問の「」で記載されている意味で捉えてい

ただいて問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者等の等については、現在のところ具

体的に想定している対象者はありません。原

則 65歳以上の高齢者が対象と考えていただい

てかまいません。 

③意欲がうかがえる者の対象については、７

０～８４歳で介護認定のない方々にチェック

リストを送付し、運動器の機能低下が見られ

る方に本教室を案内し、参加希望される方を

想定しておりますが、質問に例示されている

ような、様々な相談対応等でリスクがあり、

介入することで参加意欲がうかがえる方も対

象となります。 



らできる行為を増やしたいと意欲的に参加され

ることは稀であると考えます。意欲がうかがえ

るとは、どの程度の方を対象とするのかをお教

え願います。例えば加齢や認知症、うつ病等に

より活動の低下が見込まれるものの、運動の機

会を設ける必要性が高いと判断される方に対

し、都度何らかの介入により少しでも参加する

意思がうかがえるような方でも対象でしょう

か？ 

4 

委託仕様書 ４．実施場所 実施会場の広さや状況、使用できる備品などを

ご教示ください。 

実施会場は、仕様書に記載している建物の２

階多目的ホール A・Bとなります（エレベータ

ー有）。部屋面積は 182㎡（ステージあり）、

備品は机、椅子、マイクセット（ワイヤレ

ス、コード）、スクリーン、ホワイトボードが

使用できます。 

5 

委託仕様書 ７．実施体制 保健師または看護師の配置基準について、同法

人が運営している地域包括支援センターから職

員を配置してもよいか。 

保健師または看護師の配置基準について、本

市が委託している３か所の地域包括支援セン

ターから職員を配置することはできないもの

とさせていただきます。 

6 

委託仕様書 ７．実施体制 現在、新型コロナウイルス感染以降、医療職の

採用がほとんどできていない状況が続いており

ます。今回の実施要項の公開を受け、急きょ法

人内での人員の調整を行っていますが、参加表

明受付期限まで 2週間もない状況の為、調整が

間に合わない可能性が高い状況です。そこで事

前に辞退に関してお尋ねできればと存じます。 

人員確保が困難な場合は審査（12月 20日頃

予定）前までに辞退を申し出ていただきます

ようお願いします。（提案内容についても実施

可能であることが前提となりますが、受託者

決定前までの辞退については受付可能です。） 

なお、受託者決定後及び契約締結後にやむを

得ない事情により、人員確保が困難となった



例えば、参加表明書提出時点で問題なく人員が

確保できていることが条件になるでしょうか？

それとも提出後、企画案提出までに人員が確保

できれば問題ないでしょうか？当然企画案提出

までに人員が確保できなければ、企画案自体が

実現できるかどうか分からないような企画書に

なってしまいますので、企画案を提出できなけ

れば失格となると思いますが、仮に仮想の企画

案でも提出を認めて頂けたとして、いよいよ 

人員確保が困難な場合は審査前に辞退を申し出

ればよろしいでしょうか？それとも審査段階で

順位付をされ、一番の業者が辞退した場合は順

次次の業者に声を掛ける等、人員が確保できる

か分からない状態でも審査終了後まで辞退を申

し出なくてもご迷惑とならないような段取りと

なっているでしょうか？ 

 

等、提案内容に変更が生じる場合は、状況に

応じ、対応を協議させていただきます。 


